
Public Information of Watarai Town

広
報

主
な
内
容

●平成19年度町県民税の改正
●児童手当の現況届の提出
●遊水プール鏡オープン
●水稲生産調整現地確認

～ 町美化センターでごみの処理と活用を学ぶ児童たち ～
熱処理されたトレイに興味津々!
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町県民税
の
改

平成19年度

税
率
を
₁₀
％
に
統
一

こ
れ
ま
で
町
県
民
税
は
、
所
得

に
応
じ
て
３
段
階
の
税
率
に
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
平
成
19
年
度
か

ら
は
所
得
の
多
少
に
関
わ
ら
ず
、

一
律
10
％
の
税
率
に
変
わ
り
ま
す
。

税
の
負
担
は
基
本
的
に

は
変
わ
り
ま
せ
ん

町
県
民
税
所
得
割
の
税
率
改
正

に
伴
い
、
平
成
19
年
分
か
ら
所
得

税
の
税
率
も
見
直
さ
れ
ま
す
。

町
県
民
税
は
、
最
低
税
率
が
５

％
か
ら
10
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
、

最
高
税
率
が
13
％
か
ら
10
％
に
引

き
下
げ
ら
れ
ま
す
が
、
所
得
税
は

逆
に
、
最
低
税
率
が
10
％
か
ら
５

％
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
最
高
税
率

が
37
％
か
ら
40
％
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。（
表
１
参
照
）

ま
た
実
際
の
税
額
は
、
人
的
控

除
（
配
偶
者
控
除
・
扶
養
控
除
な

ど
）
の
差
に
対
応
し
て
減
額
さ
れ

ま
す
。（
表
２
参
照
）

こ
れ
ら
の
措
置
に
よ
り
、
税
源

移
譲
の
前
後
で
町
県
民
税
と
所
得

税
を
合
計
し
た
税
額
は
基
本
的
に

は
変
わ
り
ま
せ
ん
。（
表
３
参
照
）

皆さんの町県民税が変わります
所得税を減らし、町県民税を同額分増やすことになります
つまり、税の負担は基本的には変わりません

表１　所得税の超過累進税率を６段階に再編する
課税所得 改正前 改正後

1�5万円以下
10%

5%
330万円以下 10%
��5万円以下

20%
20%

�00万円以下 23%
1,800万円以下 30% 33%
1,800万円超　 3�% 40%

表２　町県民税と所得税の主な人的控除額
町県民税 所得税 控除額の差

基礎控除

33万円 38万円 5万円配偶者控除

扶養控除

特定扶養控除 45万円 �3万円 18万円

町県民税の税率の統一

◆200万円以下の課税所得…税率5％
◆200万円を超え700万円以下の課税所得
　　　　　　　　　　　　　　　　　…税率10％
◆700万円を超える課税所得…税率13％

例）課税所得が300万円の場合
　　200万円×5％＋（300万円－200万円）×10％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝20万円

◆課税所得にかかわらず、一律税率10％
※実際の町県民税額は、このほかに人的控除の差に
対応して減額されます。

例）課税所得が300万円の場合
　　300万円×10％＝30万円

※課税所得…皆さんの給与や事業収入などは税法上『収入』と呼ばれるものです。『課税所得』とは、この
『収入』から給与所得控除や基礎控除、扶養控除、社会保険料控除といった諸控除を差し引いた残りの金額
のことです。この『課税所得』に税率をかけたものが『税額』となります。

※税率は、県民税と町民税を合わせたものです。

平成18年度分まで 平成19年度分から

（課税所得） （課税所得）

5％
10％ 10％

（県民税4％・町民税6％）

13％

▲
0円

▲
0円

▲
200万円

▲
700万円

正
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人
的
控
除
の
差
に

対
応
し
た
減
額
措
置

人
的
控
除
（
配
偶
者
控
除
・
扶

養
控
除
な
ど
）
の
額
は
、
町
県
民

税
と
所
得
税
と
で
異
な
る
（
表
２

参
照
）
た
め
、
同
じ
収
入
金
額
で

も
、
町
県
民
税
の
課
税
所
得
は
、

所
得
税
よ
り
多
く
な
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
町
県
民
税
の
税

率
を
５
％
か
ら
10
％
に
引
き
上
げ

た
場
合
、
所
得
税
の
税
率
を
引
き

下
げ
た
だ
け
で
は
、
税
負
担
が
増

え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
個
々
の
納
税
者
の

人
的
控
除
の
適
用
状
況
に
応
じ
て

町
県
民
税
を
減
額
し
、
納
税
者
の

税
負
担
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。

₆₅
歳
以
上
の
人
へ
の

非
課
税
措
置
が
廃
止

65
歳
以
上
で
前
年
の
合
計
所
得

金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
の
人
へ

の
非
課
税
措
置
が
平
成
18
年
度
か

ら
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
経
過
措
置
と
し
て
平

成
17
年
１
月
１
日
現
在
で
65
歳
に

達
し
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

１
２
５
万
円
以
下
の
人
は
、
平
成

18
年
度
分
に
つ
い
て
は
所
得
割
お

よ
び
均
等
割
の
税
額
の
３
分
の
２

を
減
額
し
ま
し
た
が
、
平
成
19
年

度
は
３
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。

（
表
４
参
照
）

障
害
者
・
寡
婦
も
し
く
は

寡
夫
に
該
当
す
る
人

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
２

５
万
円
以
下
で
障
害
者
・
寡
婦
も

し
く
は
寡
夫
に
該
当
す
る
人
に
つ

い
て
は
、
町
県
民
税
が
非
課
税
に

な
り
ま
す
。

65
歳
以
上
の
人
へ
の
町
県
民
税

の
非
課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
た
こ

と
に
伴
い
、
年
金
収
入
（
遺
族
年

金
・
障
害
年
金
を
除
く
）
だ
け
の

人
で
も
、
障
害
者
・
寡
婦
も
し
く

は
寡
夫
で
あ
る
こ
と
の
申
告
を
行

わ
な
け
れ
ば
、
税
金
が
か
か
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

※
障
害
者
に
は
、
身
体
障
害
者
手

帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

だ
け
で
な
く
、
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
人
で
、『
障
害
者
控
除
対

象
者
認
定
書
』
の
交
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
人
も
含
み
ま
す
。

定
率
減
税
の
廃
止

定
率
減
税
と
は
、
そ
の
年
度
分

の
所
得
割
の
税
額
か
ら
一
定
の
率

で
減
額
す
る
制
度
で
す
。

町
県
民
税
の
定
率
減
税
は
、
平

成
19
年
度
分
か
ら
廃
止
と
な
り
ま

す
。

▽
問
合
先　

役
場
税
務
課
（
☎
６

２
︱
２
４
１
４
）

表３　税源移譲前後の税負担 （単位：円）
◆独身者の場合

給与収入 税源移譲前 税源移譲後 負担
増減額所得税 町県民税 合　計

➡

所得税 町県民税 合　計

=
300万円 124,000 �4,500 188,500 �2,000 12�,500 188,500 0
500万円 258,000 1�3,000 421,000 1�0,500 2�0,500 421,000 0
�00万円 4�4,000 30�,000 �81,000 3��,500 404,500 �81,000 0

1,000万円 ���,000 553,000 1,51�,000 8�8,500 �50,500 1,51�,000 0

◆夫婦と子ども２人（うち子ども1人が特定扶養家族に該当）の場合

給与収入 税源移譲前 税源移譲後 負担
増減額所得税 町県民税 合　計

➡

所得税 町県民税 合　計

=
300万円 0 �,000 �,000 0 �,000 �,000 0
500万円 11�,000 ��,000 1�5,000 5�,500 135,500 1�5,000 0
�00万円 2�3,000 1��,000 45�,000 1�5,500 2�3,500 45�,000 0

1,000万円 �88,000 442,000 1,130,000 5�0,500 53�,500 1,130,000 0
※税源移譲による負担変動を示すものです。また、一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
このほか、平成１９年分所得税、平成１９年度分町県民税から定率減税が廃止されるなどの影響がありますので
ご留意ください。

表４　非課税措置廃止の経過
平成1�年度 非課税

平成18年度 ３分の２減額

平成1�年度 ３分の１減額

平成20年度 減額措置廃止

「地方でできることは地方に」と

いう方針で進められている三位一

体改革の一環として、国から地方

へ税源移譲が行われます
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提出期限は
６月30日まで

児童手当の現況届
児
童
手
当
の
受
給
者
に
は
、
毎
年
６
月
中
に
『
児
童
手
当
現
況
届
』
の

提
出
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

こ
の
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に
お
け
る
状
況
を
記
載
し
、
児
童
手
当
を

引
き
続
き
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

こ
の
届
の
提
出
が
な
い
と
、
６
月
分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

現況届に必要な書類は５月末

に各該当者へ送付しましたの

で、必ず期限までに提出して

ください。

◆
申
請
者
が
被
用
者
︵
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
な
ど
︶
の
場
合

年
金
加
入
証
明
書
ま
た
は
健
康

保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
（
勤
務

先
の
わ
か
る
も
の
）。

◆
申
請
者
が
平
成
19
年
１
月
１
日

以
降
町
内
に
転
入
さ
れ
た
場
合

前
住
所
地
の
市
区
町
村
長
が
発

行
す
る
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書
。

※
前
住
所
地
の
区
市
役
所
、
町
村

役
場
の
税
務
課
で
取
得
し
て
く
だ

さ
い
。

現
況
届
に

添
付
し
て
い
た
だ
く
書
類

児
童
手
当
と
は

児
童
手
当
は
、
幼
い
子
ど
も
を

養
育
し
て
い
る
家
庭
の
生
活
の
安

定
と
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど

も
た
ち
の
健
全
な
育
成
の
た
め
、

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

▽
支
給
の
対
象

12
歳
到
達
後
最
初
の
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
あ
る
児
童（
小
学
校
６

年
生
修
了
前
の
児
童
）を
養
育
し
て

い
る
人
（
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
）

▽
支
給
額
︵
月
額
︶

３
歳
未
満
の
児
童

一
律　
　
　
　

１
０
，
０
０
０
円

３
歳
以
上
の
児
童

第
１
子　
　
　
　

５
，
０
０
０
円

第
２
子　
　
　
　

５
，
０
０
０
円

第
３
子
以
降　

１
０
，
０
０
０
円

▽
支
給
時
期

原
則
と
し
て
、
毎
月
２
月
・
６

月
・
10
月
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月

分
ま
で
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

▽
所
得
制
限
限
度
額

受
給
者
の
前
年
の
所
得
が
一
定

額
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
手
当
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
所
得
制
限
限
度
額
は
年

に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
役
場
ま

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
先　

役
場
福
祉
保
健
課

（
☎
６
２
︱
２
４
１
３
）

戦
没
者
な
ど
の
遺
族
の
皆
さ
ん
、

第
８
回
特
別
弔
慰
金
の
請
求
手
続

き
は
お
済
で
す
か
。

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
当
時
の
ご

遺
族
で
、
平
成
17
年
４
月
１
日
に

お
い
て
公
務
扶
助
料
や
遺
族
年
金

な
ど
を
受
け
る
人
が
い
な
い
場
合

に
、
第
８
回
特
別
弔
慰
金
が
支
給

さ
れ
ま
す
。

請
求
期
限
は
平
成
20
年
３
月
31

日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
請
求

手
続
き
が
ま
だ
の
人
は
、
忘
れ
な

い
う
ち
に
請
求
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

▽
支
給
対
象
者　

対
象
と
な
る
ご

遺
族
は
次
の
順
番
に
よ
る
先
順

位
の
ご
遺
族
１
人
で
す
。

１　

弔
慰
金
の
受
給
権
者

２　

戦
没
者
な
ど
の
子

３　

戦
没
者
な
ど
と
生
計
を
と
も

に
し
て
い
た
人
で
、
か
つ
戦
没
者

な
ど
と
氏
が
同
じ

①
父
母

②
孫

③
祖
父
母

④
兄
弟
姉
妹

４　

１
か
ら
３
以
外

①
父
母

②
孫

③
祖
父
母

④
兄
弟
姉
妹

５　

１
か
ら
４
以
外
の
ご
遺
族
で

戦
没
者
な
ど
の
死
亡
時
ま
で
引
き

続
き
１
年
以
上
生
計
を
と
も
に
し

て
い
た
３
親
等
内
の
親
族

▽
請
求
期
限　

平
成
20
年
３
月
31

日
ま
で

※
期
限
ま
で
に
請
求
し
な
い
と
、

時
効
で
権
利
が
消
滅
し
ま
す
。

▽
支
給
内
容　

額
面
40
万
円
、
10

年
償
還
の
記
名
国
債

▽
問
合
先　

役
場
福
祉
保
健
課

（
☎
６
２
︱
２
４
１
３
）

第
８
回
特
別
弔
慰
金
請
求
手
続
き
は

平
成
20
年
３
月
ま
で

水
稲
の
生
産
調
整
現
地
確
認

～
立
て
札
は
不
用
で
す
～
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わが家のエンジェルわが家のエンジェルわが家のエンジェルわが家のエンジェル

はじめまして

はるかです！

もうすぐ立っち

が出来そうよ。最

近はお外のお散歩

や宮リバーに行っ

てるよ。お花大～好き♥

また、わたっこ広場も行きたいな。みんな仲良く

してね♪

７月以降に満１歳を迎える子どもさんの写真を募集しています。

中村　晴香 ちゃん （棚 橋）
　　平成18年６月９日生まれ

父　　豊　 さん
母　由起子 さん

▽
営
業
日　

６
月
30
日
（
土
）・

７
月
１
日
（
日
）・
７
日
（
土
）・

８
日
（
日
）・
14
日
（
土
）
～

16
日
（
祝
）・
21
日
（
土
）
～

８
月
30
日
（
木
）・
９
月
１
日

（
土
）・
２
日
（
日
）

▽
営
業
時
間　

午
前
９
時
30
分
～

午
後
４
時

▽
問
合
先　

遊
水
プ―

ル
鏡
（
☎

６
３
︱
０
０
０
５
）
ま
た
は
町

教
育
委
員
会
事
務
局
（
☎
６
２

︱
２
４
２
２
）

宮
リ
バ
ー
度
会
パ
ー
ク
内
の
『
遊
水
プ
ー
ル
鏡
』
は
、
開
設
₁₂
年
目

を
迎
え
、
今
年
も
６
月
₃₀
日
か
ら
９
月
２
日
ま
で
営
業
し
ま
す
。

６
種
類
の
プ
ー
ル
が
揃
う
本
格
的
レ
ジ
ャ
ー
プ
ー
ル
で
楽
し
く
遊
び

ま
せ
ん
か
。

※
悪
天
候
の
場
合
や
、
水
温
な
ど
が
基
準
に
達
し
な
い
場
合
は
、
期
間

内
で
あ
っ
て
も
営
業
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※町内の小学生は在学証明書、中学生は学生証を入場時に提示してくだ
さい。
※小学生低学年（１～３年生）の児童は、付添（大人）が必要です。
※町内の小学生低学年の付添は１人のみ２００円です。

遊水プ－ル 鏡　利用料金
区　　分 町　外 町　内

入
場
料

当
日
券

大　人 800円/回 800円/回
中学生 500円/回 200円/回

小学生 500円/回
平日 無　料

土曜・日曜・祝日
8/10～16 200円/回

乳幼児（就学前） 300円/回 300円/回

小学校低学年の
付添 800円/回  200円/回

（保護者 1 人のみ）
（
₁₁
回
券
）

回
数
券

乳幼児 3,000円 3,000円
小中学生 5,000円 －

一般（大人） 8,000円 8,000円
ロッカー使用料 200円/回

宮
リ
バ
ー
度
会
パ
ー
ク
内
の
『
遊
水
プ
ー
ル
鏡
』
は
、
開
設
₁₂
年
目

を
迎
え
、
今
年
も
６
月
₃₀
日
か
ら
９
月
２
日
ま
で
営
業
し
ま
す
。

６
種
類
の
プ
ー
ル
が
揃
う
本
格
的
レ
ジ
ャ
ー
プ
ー
ル
で
楽
し
く
遊
び

ま
せ
ん
か
。

※
悪
天
候
の
場
合
や
、
水
温
な
ど
が
基
準
に
達
し
な
い
場
合
は
、
期
間

内
で
あ
っ
て
も
営
業
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

今
年
度
よ
り
、
水
稲
の
生
産
目

標
は
こ
れ
ま
で
の
行
政（
度
会
町
）

に
よ
る
配
分
か
ら
、
地
域
水
田
農

業
推
進
協
議
会
（
度
会
町
水
田
農

業
推
進
協
議
会
）
と
生
産
調
整
方

針
作
成
者
（
伊
勢
農
協
）
に
よ
る

配
分
と
な
り
ま
し
た
。

現
地
確
認
に
つ
い
て
は
昨
年
度

ま
で
町
内
全
地
区
を
対
象
に
実
施

し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
度
か
ら

度
会
町
水
田
農
業
推
進
協
議
会
と

伊
勢
農
協
の
主
導
に
よ
り
、
任
意

に
数
地
区
を
抽
出
し
て
、『
水
稲

生
産
実
施
計
画
書
及
び
水
稲
共
済

細
目
書
異
動
申
告
票
』
に
基
づ
き

実
施
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、
生
産
調
整
田
へ
の

立
て
札
は
不
用
と
な
り
ま
す
の
で
、

配
布
は
行
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
抽
出
の
結
果
は
６
月
中

に
、
各
区
長
さ
ん
に
通
知
す
る
予

定
で
す
の
で
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
先

度
会
町
水
田
農
業
推
進
協
議
会

事
務
局（
役
場
産
業
建
設
課
内
）

（
☎
６
２
︱
２
４
１
６
）

6月30日（土）オープン

遊水プール 鏡
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～
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
と

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
違
い
を
比
較
～

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
も
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
に
も
、
同
じ
名
称
の
サ

ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば『
通

所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）』『
訪

問
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ

ス
）』『
短
期
入
所
生
活
介
護
（
シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）』
と
い
っ
た
も

の
で
す
。

で
は
、
そ
の
違
い
は
何
か
？

要
介
護
認
定
審
査
会
で
『
要
支

援
１
』『
要
支
援
２
』
と
認
定
さ

態
悪
化
の
防
止
や
、
自
立
し
た
生

活
を
目
指
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
活
用

し
て
い
ま
す
。

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

◆
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス

①
介
護
予
防
通
所
介
護
（
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
）

②
介
護
予
防
訪
問
介
護
（
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
）

③
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

※
①
～
③
の
内
容
に
つ
い
て
は
上

の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

④
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

専
門
家
が
訪
問
し
、
利
用
者
が

自
分
で
行
え
る
体
操
や
リ
ハ
ビ
リ

な
ど
を
指
導
し
ま
す
。

⑤
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

介
護
老
人
保
健
施
設
な
ど
で
介

護
予
防
を
目
的
と
し
た
生
活
機
能

の
維
持
向
上
の
た
め
の
機
能
訓
練

な
ど
を
日
帰
り
で
受
け
ら
れ
ま
す
。

⑥
介
護
予
防
訪
問
看
護

看
護
師
な
ど
が
訪
問
し
、
介
護

予
防
を
目
的
と
し
た
療
養
上
の
お

世
話
や
必
要
な
診
療
の
補
助
な
ど

を
行
い
ま
す
。

◆
そ
の
他

⑦
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

⑧
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

⑨
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

⑩
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

⑪
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生

活
介
護

以
上
の
サ
ー
ビ
ス
種
類
が
あ
り
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
さ
れ

る
人
は
、
要
介
護
認
定
が
必
要
に

な
り
ま
す
の
で
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
先　

町
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー（
☎
６
２
︱
１
１
１
８
）

その2

『住み慣れたこの町で、いつまでもいきいきと暮らそう』

地域包括支援センターだより

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
が

目
指
す
も
の

れ
た
人
が『
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
』

の
利
用
者
と
な
り
ま
す
。
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
で
、

心
身
の
状
態
の
改
善
や
悪
化
を
防

ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
さ
れ
た

人
で
す
か
ら
、
同
じ
名
称
の
サ
ー

ビ
ス
で
も
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
で

は
『
で
き
る
限
り
介
護
が
必
要
と

な
ら
な
い
よ
う
に
、
も
し
く
は
こ

れ
以
上
状
態
が
悪
化
し
な
い
よ
う

に
予
防
し
て
い
こ
う
』
と
い
う
考

え
に
基
づ
い
て
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

が
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
い
る
人
は
、
心
身
の
状

介護予防サービスと介護サービスの比較
介護予防サービス（要支援１・２） 介護サービス（要介護１～５）

通所介護（デイサービス）
介護予防通所介護 通所介護

デイサービスセンターなどで、
食事・入浴などのサービス提供と
ともに、生活機能の維持向上のた
めの体操や筋力トレーニングなど
が日帰りで受けられます。

デイサービスセンターなどで、
食事・入浴などの介護サービスや
機能訓練が日帰りで受けられます。

訪問介護（ホームヘルプサービス）
介護予防訪問介護 訪問介護

ホームヘルパーが訪問し、利用
者が自分でできることが増えるよ
うに食事などの支援を行います。
実施の主体は利用者で、ヘルパー
はその補助にあたります。

ホームヘルパーが訪問し、身体
介護や生活援助（食事の支度、掃
除、洗濯など）を行います。

短期入所生活介護（ショートステイ）
介護予防短期入所生活介護 短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間

入所して、食事・入浴などや、生
活機能の維持向上のための機能訓
練が受けられます。

介護老人福祉施設などに短期間
入所して、食事・入浴などの介護
や機能訓練が受けられます。

予
防

介
護
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リレー連載	 No.12

人
権
人
権
にに考考

え
る
え
る

つ
い
て

つ
い
て

No.3

目指す学校像（基本理念）
①自分を大切にし他人の大切さも認め、互いに共感できる

心を育成する。
②人権の意義や内容について理解し、一人ひとりの生徒が

健康保障、学力・進路保障上の課題について自ら学び、
自ら考え、主体的に判断し解決する力を育む。

③家庭や地域との連携をはかり人権教育の効果を高める。
行動計画
◆１学年：自尊感情の育成と他人との共感
◦ＬＨＲで『いじめ問題』『部落問題』を学習する。
◦自分の大切さとともに他人の大切さも認め、一人ひとり

が取り組める課題を整理し、クラス・学年の活動を通じ、
人権感覚を高める。

◦部落問題については、歴史的な課題から、現在も残る差
別やその取り組みについて、正しい知識と理解を深める。

◆２学年：人権に関する正しい知識と人権感覚の育成
◦総合学習『地域と福

祉』、ＬＨＲで『しょ
うがい者差別』を中心
に学習する。

◦総合学習では、保育所・
特別支援学校・高齢者
施設・社会福祉協議会・
手話・陶芸に分かれて
交流し、また沖縄への修学旅行を通じて平和学習に取り

度会町人権・同和教育推進協議会
担当／南伊勢高等学校度会校舎

本
校
舎
で
は
、
目
指
す
学
校
像
（
基
本
理
念
）

の
も
と
、
人
権
Ｌ
Ｈ
Ｒ
や
総
合
的
な
学
習
の
時
間

で
体
系
的
に
学
習
し
、
人
権
・
同
和
教
育
の
推
進
・

向
上
を
目
指
し
ま
す
。

組む。
◦特に総合学習の大部分

の時間は交流や体験か
ら福祉を学び、正しい
知識と理解を深め、社
会で起こる人権問題を
指摘し、互いに行動で
きる姿勢を育てる。

◆３学年：人権が尊重される社会づくりに向け、自ら行動
できる人権感覚の育成

◦総合学習『学習から自立へ』とＬＨＲを使い、人権問題
を自らの生活につなげて学習する。

◦進路目標を明確にさせ、適性・能力が正当に評価された
進学・就労保障を目指す。

◦統一応募用紙の全国的な取り組みや、保護者欄の削除な
どによる不適切な質問について学習する。

◦男女共同参画、命の大切さなど、社会に存在するさまざ
まな差別意識や差別問題、人権尊重の精神を十分に理解
し、差別の解消を目指す。

▷問合先　南伊勢高等学校度会校舎人権・同和教育推進係
奥田　肇（☎６２−１１２８（代）、ＦＡＸ６２−１１４１）

ケアハウス彩幸（名札の作成）

手話の講義

� 広
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はち まる　にい まる

80歳に
なっても
自分の歯を
20本以上
保とう!

▷問合先　役場福祉保健課（☎６２−１１１２）

～ 自分の歯で何でもおいしく食べよう ～

皆さん、ご存知ですか？
人間は親知らずを除く、２８本のうち２０本以上の自分の歯があれば、ほとんどの食べ物をかみくだく

ことができ、おいしく食べられるといわれています。

①摂食・飲み込みの機能
食べ物をかみくだき、

だ液と混ぜて体内へ送り
込みます。

②コミュニケーションの機能
声を共鳴させる器官で

もあり、歯が１本でも欠
けると発音しにくくなり
ます。清潔な歯や美しい
歯並びは表情を豊かにし、
楽しい日常生活にとって
も大切です。

③感覚の機能
おいしく食べるために、

味覚・触覚・温度覚を感
じます。「シャキシャキ」
といった食感を楽しめる
のは、健康な歯があって
こそです。

④感染防御機能
口の中にはたくさんの

細菌がいます。だ液には
病原性のある細菌やウイ
ルスを殺菌する作用があ
ります。

８０２０とは？
０歳から８０歳までの長い人生の中では、乳歯が生え、抜け、

永久歯が生え、成人してからは歯肉が衰えたりと、さまざまな
変化が訪れます。

このような人生の節目に歯の健康を考え、歯科健診とセルフ
ケア（自己管理）を通じて歯とお口をケアすることで、全身的
な健康を保ち、人生をより良く生きる、それが８０２０です。

歯とお口の大切な４つの役割

歯とお口によい生活習慣を身につけよう！
歯とお口のケアが基本
◦歯みがきは、食後３分以内がポイント！
（歯垢の活動を抑えられます）

◦歯みがきの理想は、毎食後プラス寝る前
（特に寝る前は丁寧にみがきましょう）

◦かかりつけの歯科医を持ちましょう（自
分のお口の状態に合った歯のみがき方を
教わりましょう）

生活習慣を見直しましょう
◦生活リズム

夜ふかしなどの不規則な生活をしていると、歯みがきを忘れて寝て
しまったり、間食が増えたりしてしまいます。
◦適度な休息

ストレスがたまると体の抵抗力が下がります。歯やお口の病気にも
かかりやすくなることがわかってきています。
◦食生活

かみごたえのあるものをよくかむと、歯ぐきが強くなります。
◦喫煙は要注意

たばこは歯ぐきの血行を悪くし、お口の中で繁殖する細菌への抵抗
力を弱めてしまいます。

自分の歯で毎日の食事を味わっておいしく食べることは、心と体の健康を保つための
第１歩です。家族や仲間と食事を楽しみながら、豊かな生活を送りましょう！

100

80

60

40

20

0

20
本
以
上
歯
の
あ
る
人
の
割
合（
％
）

年齢（歳）

昭和62年 平成5年 平成11年 平成17年

40～
44
45～
49
50～
54
55～
59
60～
64
65～
69
70～
74
75～
79
80～
84
85～

目指そう！８０２０！！
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去る５月２０日、役場庁舎周辺駐車場を会場に、町消防団初任者教養訓練が開催され、新たに消防団員となった１３人が参加しました。
小野団長から消防団員としての心得の訓話があり、幹部が見守るなか、伊勢市消防署度会出張所職員から、敬礼や隊形の整列、ホース延長・収納、可搬消防ポンプの取扱い訓練など、基本動作の指導を受けました。訓練を受ける皆さんの表情は真剣そのもので、会場には終始、緊迫した空気が流れていました。

消防団員としての
心得や動作を習得

消防団員としての
心得や動作を習得

PHOTO GALLERY
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大
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浦
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フ
ユ

去る５月６日、早朝から猟友会度会支

部（小岸政裕支部長）の会員４７人の皆

さんが、カラスとカワウの一斉駆除を行

いました。
町や県の有害鳥獣捕獲許可のもとに、

鳥獣による農作物や魚類などへの被害を

少しでも軽減しようと実施され、この日

は、カラス２１羽とカワウ１羽を駆除し

ていただきました。

会員の皆さんには、期間を定めてイノ

シシやシカ、サルなどの駆除にもご協力

をいただいています。

ありがとうございました。

カラスと

カワウの一斉駆除
カラスと

カワウの一斉駆除
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去る４月２６日、小川郷小学校全学年５４人が、内

城田小学校５年生６４人が、それぞれ中之郷と棚橋の

水田で体験学習として田植えを行いました。

小川郷小学校の児童たちは裸足になり、古森健也さ

んからお借りした水田で、祖父母の皆さんから苗の植え方を教わりながら、丁寧に植えていました。

手足や服を汚し、田植えをした児童たちは「楽し

かった。秋の稲刈りが楽しみ」と田植えの体験に満

足をしていました。
また、内城田小学校の児童たちは、山本充 さん

（棚橋）の指導のもと真剣に田植えをしていました。

山本さんには今後もご協力をいただき、児童たちは

草取りや苗の生育を観察して、秋には稲刈りを行い

ます。
ありがとうございます。

泥にまみれて

田植えを体験
泥にまみれて

田植えを体験

去る４月２７日、宮リバー度会パークで、町内各小学校の１年生から５年生の児童が集まり合同遠足が行われました。
来年度の小学校統合に向けた交流事業の１つとして行われたこの遠足で、児童たちは学年別に自己紹介や合唱、プレバルーンなどのゲームをして楽しみました。わずかな時間でしたが、お互いに打ち解け、交流を深めていました。

去る５月２日、内城田小学校３年生５７人が新

茶摘みを体験し、地域の特産物であるお茶につい

て学びました。
新茶摘みは１０年以上続く恒例行事で、度会町

茶業組合の中村順一さん（棚橋）の茶畑に並び、

かごなどへ黄緑の新葉を一つひとつ丁寧に摘み取

りました。
児童たちは「楽しい」「面白いけど難しい」と

初めての新茶摘みを喜んでいました。

この日、児童たちが摘んだ茶の一部は、中村さ

んが製茶して後日、学校に贈られました。

町内小学校
統合に向け合同遠足

町内小学校
統合に向け合同遠足

楽しいなぁ
新茶摘み

楽しいなぁ
新茶摘み

小川郷小学校の皆さん

内城田小学校５年生の皆
さん
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PHOTO GALLERY

Nice day
Nice shotフォト 

ギャラリー 

去る５月１３日、中川第２運動場と中川小学校
グラウンドを会場に、第１９回度会町スポーツ少
年団ソフトボール大会が開催されました。
大会結果
（男子）優　勝　中川スポーツ少年団

　　　準優勝　一之瀬イーグルス

去る５月２１日、山本福枝さん（日向）から中

之郷保育所の皆さんに、子ども用３２足と大人用

７足の布ぞうりが贈られました。

山本さんは「今の子は靴ばっかりで珍しいか

な？喜んでくれるかな」と思いながら、内職の合

間に、子どもたちのために昔ながらのぞうりを

作ってくれました。
子どもたちは、かわいいぞうりを見て「欲しい

～！」「ありがとう」と大きな声でお礼を言って

いました。
ありがとうございました。

布ぞうりを
ありがとう

布ぞうりを
ありがとう

去る４月２９日と３０日、松阪市立天白小学校グラウンドで、第７回中日新聞社旗争奪小学生ソフトボールＭＩＫＵＭＯ大会が開催され、女子の部で度会エンペラーズが優勝しました。度会エンペラーズは今年１月に、中川スポーツ少年団女子ソフトボール部と一之瀬エンペラーズからできた新チームで、初めての女子のみの大会で初優勝を飾り、今後ますますの活躍が期待されるチームです。練習は主に中川小学校で行われ、全国大会に向けチーム一丸となって頑張っています。ただいま団員を募集しています。

小学生ソフトボールＭＩＫＵＭＯ大会
度会エンペラーズが優勝

小学生ソフトボールＭＩＫＵＭＯ大会
度会エンペラーズが優勝

スポ少ソフトボール大会
中川スポ少が優勝

スポ少ソフトボール大会
中川スポ少が優勝

一之瀬イーグルス

中川スポーツ少年団
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お知らせ 
INFORMATION 

6
June

▶開催日時　７月９日（月）
午前１０時～１１時３０分ごろ

▶受付時間　午前９時４５分～
▶内 容　おてだま、おりがみ、こままわしなど
▶開催場所　町子育て支援センター
▶対 象　保育所に行っていない１歳以上のお子さん

とその保護者
▶定 員　２０組
▶申込期限　６月２２日（金）まで
▶申込・問合先　町子育て支援センター
　　　　　　　　（☎６３−００７０）

▶問合先
　役場産業建設課
　（☎62－2416）

▶開催日時　６月２７日（水）
　　　　　　午前１０時～１１時３０分ごろ
▶受付時間　午前９時４５分～
▶開催場所　町子育て支援センター
▶対 象　保育所に行っていない１歳以上のお子さん

とその保護者
▶内 容　運動指導者による簡単な親子体操など
▶定 員　親子で２５組
▶持 ち 物　お茶など
▶申込期限　６月２２日（金）まで
▶申込・問合先　町子育て支援センター
　　　　　　　　（☎６３−００７０）

幼児親子体操を開催

▶開催日時　６月１８日（月）午前９時３０分～正午ごろ
▶受付時間　午前９時１５分～
▶開催場所　町保健センター
▶対 象　平成１６年４月１日～１７年３月３１日生

まれのお子さんの保護者
▶定 員　１２人
▶参 加 費　２００円
▶申込期限　６月１４日（木）まで
▶託 児　あり
▶申込・問合先　役場福祉保健課（☎６２−１１１２）

幼児食教室を開催

伝承あそび教室『おじいちゃん・
おばあちゃんとあそぼう‼』を開催

バザールわたらい産直市
次回開催日は、6月17日（日）、7月1日（日）です。

放送大学は、自宅で学べる正規の大学です。
放送大学では、平成１９年度第２学期（１０月入学）

の入学生を募集します。
▶応募期間　６月１５日（金）～８月１５日（水）
▶問 合 先　放送大学三重学習センター
　　　　　　（☎０５９−２３３−１１７０）

放送大学入学生を募集

各保育所では、保育所園児と未入所幼児との第１回交
流会を開催します。
▶開催日時　６月２２日（金）午前９時３０分～１１時

（雨天決行）
▶開催場所　町内各保育所
▶参 加 者　町内在住の保育所入所前のお子さんと保護者
▶問 合 先

長 原 保 育 所（☎６４−００２２）
棚 橋 保 育 所（☎６２−００７４）
中之郷保育所（☎６２−００７０）
南中村保育所（☎６５−０２６６）

未入所幼児交流会を開催

小型ガス瞬間湯沸器を換気扇を回さず使用していたた
め、死亡に至る事故が発生しています。小型ガス湯沸器
を使用するときは、必ず換気扇を回しましょう。
▶問 合 先　経済産業省商務情報政策局製品安全課
　　　　　　（☎０３−３５０１−４７０７）

小型ガス瞬間湯沸器をご使用の皆さまへ
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下水道排水設備工事責任技術者試験
▶試験日時　１１月１４日（水）午後１時～
▶試験会場　メッセウイング・みえ（津市北河路町）
▶受験資格　１１月１４日に満年齢２０歳以上で、排水

設備工事または排水設備以外の下水道工事
あるいは水道工事の設計または施工に関
し、受験申込日現在で２年以上の実務経験
を有する人

▶試験種類　筆記試験
▶受 験 料　５，０００円
受験講習
▶開催日時　１０月１７日（水）午前９時３０分～午後４時
▶開催場所　メッセウイング・みえ（津市北河路町）
▶受講資格　受験資格を有する人で、かつ受験申込みを

する人
▶内 容　下水道の一般知識に関することなど
▶受 講 料　講習料７,０００円とテキスト代１,０００円
共通
▶申込期間　６月２５日（月）～７月６日（金）
　　　　　　当日消印有効
※申込書は役場産業建設課または（財）三重県下水道公
社各浄化センターにあります。
▶問 合 先　（社）三重県下水道公社宮川浄化センター
　　　　　　（☎３６−３８４１）

労働保険の年度更新　申告・納付期限が6月11日（月）に延長
▷問合先　三重労働局総務部労働保険徴収室（☎059‐226‐2100）

お子さんに関する心配ごとなどで悩んでいませんか？
お気軽にお申し込みください。

▶開催日時　６月２９日（金）
　　　　　　午前９時３０分～午後３時
▶開催場所　町保健センター
▶対 象 者　乳幼児および小・中学生のお子さんとその

保護者
▶相 談 員　籠谷博子先生（臨床心理士・元三重県児童

相談所勤務）
▶相談内容　育児・こころと体・言葉・不登校・落ち着

きがない　など
※相談は無料で秘密は堅く守られます。
▶申込期間　６月１８日（月）～２０日（水）要予約
▶申込・問合先　役場福祉保健課（☎６２−１１１２）

こども相談を開催

『三重の木』認証木材を使用して三重県内に木造住宅
を新築される人を対象に、一定の要件を満たせば、１戸
あたり３０万円の補助金が支給されます。支給要件など
詳しくはお問い合せください。
▶募集期間（戸数）
４月～６月上棟分　　現在受付中　　（２００戸）
７月～９月上棟分　　６月１日（月）～（１００戸）
１０月～３月上棟分　９月３日（月）～（１００戸）
▶問 合 先　県環境森林部森林振興室
　　　　　　（☎０５９−２２４−２５６５）

『三重の木』住宅に補助

▶開催日時　６月８日（金）・２２日（金）
午前１０時～午後５時

▶開催場所　役場１階　第１会議室
▶申込・問合先　役場福祉保健課（☎６２−２４１３）

または伊勢・度会地区障害者相談支援
センター『ブレス』（☎２０−６５２５）

障害者相談支援センター『ブレス』
巡回相談を開催

度会町食生活改善推進協議会では次のとおり料理教室
を開催します。ぜひ、ご参加ください。
▶開催日時・場所
地産地消料理教室

６月２５日（月）午前９時３０分～正午ごろ
町保健センター

ヘルスサポーター養成講座
（健康づくり実践講座　調理実習と軽い運動）
７月１４日（土）午前９時３０分～午後２時３０分
町保健センター

▶申込期限　６月２０日（水）
▶参 加 費　各３００円
▶申込・問合先　役場福祉保健課（☎６２−１１１２）

料理教室を開催

６月号掲載を予定しておりましたが、紙面の都合によ
り１０月号に変更します。
▶問 合 先　役場福祉保健課（☎６２−１１１２）

子どもの歯の健康を考えるシリーズ⑩

下水道排水設備工事責任技術者試験と受験講習を開催

13 広
報わたらい（№ 503）



Minamiise High School
Communication
Minamiise High School
Communication

南伊勢高校 度会校舎通信南伊勢高校 度会校舎通信

vol. ₂₅

合同交流遠足
前日の雨も上がり、５月２日、春の遠足が行われました。校舎制の一環の

行事として各校舎の生徒の交流のため、１・２年生は合同で遠足が行われま
した。

１年生は、南勢校舎と合同で合歓の郷へ行きました。午前中は南勢校舎の
生徒と混合で班を作り、各自好みの紐とビーズを使って携帯ストラップを作
りました。教えたり教えられたり互いに協力し合い、楽しい時間はあっとい
う間に過ぎていきました。できあがったストラップは、配色やビーズの組み合わせに制作者の個性がでており、さ
まざまなものができました。午後は屋外で全員が赤・青・緑・黄色の４班に分かれてチーム対抗でスポーツレクリ
エーションを行いました。競技参加者も応援者も我を忘れるくらい元気一杯にゲームに熱中しました。優勝は緑組
で豪華な賞品を手に入れ全員大満足でした。

２年生は、靴からビーチサンダルに履きかえ、津の御殿場海岸へ行きまし
た。南勢校舎・南島校舎との３校合同遠足で、潮干狩りとバーベキューを通
じてクラス・校舎間の交流を図ることを目的に、初の試みとして行われまし
た。当初、生徒たちは、「えー、何で？」と言っていましたが、何か高揚感
が感じられました。当日は、いざ貝を掘り始めるとなかなか面白く、気付く
とみんな童心に返り夢中になっていました。そしてアサリだと思って掘り続
けたアッパ貝の山。校舎間の交流も深めることができ、楽しく開放的な良い
思い出となった１日でした。

３年生は、明和町にある、いつきのみや歴史体験館と斎宮歴史博物館へ行
きました。体験館では、卯

う

槌
づち

作りに挑戦しました。卯槌は、桃の木と五色の紐で作られたお守りです。平安時代に
室内の柱にかけたり、腰につけたりすることで、災いを避けることができる
と考えられていたそうです。五色の紐をきれいに結ぶのがむずかしく、友達
と助け合いながら取り組んでいました。博物館では、ボランティアガイドに
よる説明を聞きながら館内の見学とともに、バックヤード（裏側）の見学も
させてもらいました。バックヤードでは、発掘調査で見つかった遺物の復元
作業や収蔵庫を見ることができ、普段はできないような貴重な体験ができま
した。

校舎内のクラス・学年の親睦を深め、また校舎間の交流も図れ、充実した
有意義な１日となりました。

個人面談週間
５月１日から１１日までは個人面談週間で、担任と生徒の間で

の２者面談が行われました。１年生は、入学後１か月が過ぎまし
たが高校生活について、２年生は、クラスでのようすや進路につ
いて、３年生は、進路指導部による進路ガイダンスのあと、各自
の進路について話し合いました。生徒は学習や学校生活などに関
するさまざまな悩みや、将来への期待・不安などを語り、担任は親
身に相談にのりました。担任と生徒の相互理解が深まり、心の交流
がなされた週間でした。

図書館開放予定日
度会校舎図書館は次の日程で地域の皆さんに開放しています。

ゲームを楽しむ１年生

６月カレンダー
日 月 火 水 木 金 土

１ ２
○ ×

3 4 5 6 7 8 9
× ○ ○ × × × ×
10 11 12 13 14 15 16
× ○ ○ ○ ○ × ×
17 18 19 20 21 22 23
× ○ ○ × ○ ○ ×
24 25 26 27 28 29 30
× ○ ○ ○ ○ ○ ×

○：午前９時～午後５時開放　　×：地域開放日ではありません
◦開放日は会議や出張などで変更することがありますので、ご了

承ください。
◦ホームページにて度会校舎図書館のようすをお知らせしています。
　http://www.mie-c.ed.jp/hwatar/tosyo/H18_tosyokan.html

潮干狩りに夢中になる２年生

卯槌作りに挑戦する３年生
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シリーズ 

今夜の夕食 今夜の夕食 

おくやみ

おめでた 

食べ過ぎ、運動不足、ストレスなど
により体内にあまったエネルギーは、
中性脂肪に変わり、体脂肪として皮下、
臓器周囲に蓄えられます。

肥満にならないよう注意しましょう。

度会町食生活改善推進協議会

肥満予防　さばのパン粉焼マスタード風味

❶レタスは千切りにし、ミニトマトはヘタと平行に３等
分に切る。

❷さばの身の側に塩・こしょうを振って、粒マスターを
塗り、生パン粉をまんべんなく付ける。

❸オーブントースターの天板に油を塗ったアルミホイル
を敷き、②のさばを並べ６分ほど焼き、アルミホイル
を掛けてさらに４分ほど焼く。

❹器に③を盛り付け、レタス、ミニトマトを添える。

材料（４人分）
レタス １００ｇ
ミニトマト ８個
さば（１切れ８０ｇ） ４切
塩 １. ６ｇ

こしょう 少々
粒マスタード 大さじ２
生パン粉 適宜
油 少々

作
り
方

６月の町税
 町 県 民 税　第 １ 期

 国民健康保険税　第 ２ 期

４月中に届出のあった方	（敬称略）

 子の名前 保護者名 字名
村林　太

た

一
いち

 学 大野木
鈴本　さくら 光宏 駒ケ野
関守　苺

まい

愛
あ

 俊行 棚　橋
浦田　裕

ひろ

也
や

 眞文 大久保
大西　世

せ

莉
り

 徹 棚　橋
横矢　咲

さき

音
ね
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４月中に届出のあった方	（敬称略）

 名　前 年齢 字名
上村　房夫 ７９ 注連指
橋本　かね ８５ 日　向
中世古シヅヱ ９８ 大野木
岡田　義雄 ７３ 棚　橋
神森　とし ８９ 脇　出
橋本　よしゑ ９５ 棚　橋
山口　寛 ６３ 麻加江
山下　み　　 ８４ 大野木

子育て支援センターでは、メールでの相談も受け付けています。
メールアドレス　watako@amigo2.ne.jp

保　健　情　報
● 問い合わせは、役場福祉保健課（☎�2－1112）まで ●

● 問い合わせは、町地域交流センター（☎�3－00�0）または役場福祉保健課（☎�2－1112）まで ●

７月２０日（金） 麻加江生活改善センター
７月２３日（月） 町保健センター
７月２４日（火） ＪＡ伊勢度会支店一之瀬
対象：４０歳以上の人（昭和４３年３月３１日

以前生まれの人）
申込：７月１１日（水）～１７日（火）に町保健セ

ンター

７月１１日（水）
《ひよこグループ》
７月１２日（木）

《うさぎグループ》
時間：午前１０時～正午
場所：町子育て支援

センター
※初回のみ要申込み

遊・友・YOUくらぶ
毎週火・金曜日（７月２１
日（土）から８月２９日

（水）まで休み）
時間：午前１０時～正午
場所：町子育て支援

センター
対象：保育所に行ってい

ないお子さん

わたっこ広場開放
７月　５日（木）　一之瀬公民館
７月２６日（木）　麻加江生活改善センター
７月２７日（金）　町保健センター
時間：午前１０時～１１時３０分ごろ
内容：保育士による手遊び、自

由遊びなど
対象：保育所に行っていないお

子さん

地区巡回広場わたぼうし

胃がん検診

乳児健診

７月１８日（水）
受付：午後０時３０分～０時４５分
場所：町保健センター
対象：平成１５年１１・１２月生まれのお子さん

３歳６か月児健診

７月１８日（水）
受付：午後１時１０分～１時３０分
場所：町保健センター
対象：
◦２か月児健診　平成１９年５月生まれのお子さん
◦７か月児健診　平成１８年１２月生まれのお子さん
◦１２か月児健診　平成１８年７月生まれのお子さん

７月３０日（月） 一之瀬小学校体育館
対象：・乳がん（超音波（エコー）検診）は

３０歳以上の女性（昭和５３年３月
３１日以前生まれの人）

・子宮がんは
２０歳以上の女性（昭和６３年３月
３１日以前生まれの人）

申込：７月１１日（水）～１７日（火）に
　　　町保健センター
※詳しくは、度会町カレンダーをご覧ください。

婦人がん検診および骨密度測定

７月６日（金）
受付：午前１０時～１１時
場所：町地域交流センター
対象：０～６歳までのお子さん

育児相談（保健相談）

子育て支援情報

時間：午前９時３０分～午後２時３０分
場所：町子育て支援センター
対象：保育所に行っていないお子さん

創作活動室開放（自由に遊んでいただけます）
月～金曜日
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「毎日が勉強と発見です」と言う、上山有香さん。
この４月から多気町内の保育園で保育士として勤

め、２歳児を担当しています。

★仕事は
１か月が過ぎてようやく１日のリズムをつかむ

ことができるようになりました。

★最近感動したことは
短大時代に台本から衣装から何から何まで自分

たちで考えたミュージカルが成功したことと、保
育園でお昼寝をしたがらない子を寝かしつけた時
が嬉しかったです。

★学生のころは
夢に向かって、毎日、勉強したり練習してきま

した。
★キッズボランティアは

地域の子どもたちと触れ合ったり、また学生時
代に学んだことや情報交換をしたことを少しかも
しれませんが活用することができます。

★私生活は
友だちと遊びに行ったり、買い物に行ったりし

ます。たまに家でのんびり過ごします。
★趣味は

ピアノを弾くことと体を動かすことが好きで、
小学校から高校までソフトボールをやっていまし
た。今は週１回、体育館でビーチバレーに参加し
ています。

★将来の夢は
子どもの目の高さに立ち、いっしょに物事を考

えられる保育士、または小学校の教師になりたい
です。

★度会町の好きなところは
自然がいっぱいで、学生時代の帰り道、「ただ

いま」と言うと、自分の子どものように「おかえ
り」と言ってくれるそんなところが好きです。

今 月 の 表 紙
一
日
一
歩
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分
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思
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ま
し
た
。

人　口	 男　４, ４４９	（−１０）	出生　　７
女　４, ７８３	（＋ ３）	死亡　１１
計　９, ２３２	（− ７）	転入　３１
世帯数２, ７４６	（＋ ４）	転出　３４

平成１９年４月３０日現在
(　 ) 内は前月比

去る５月２４日、小川郷小学校と一之瀬小学校の４
年生２２人の児童が、町美化センターを訪れ、社会科
のごみの処理と活用について勉強しました。

児童たちは、空き缶を機械で選別し、プレス機にか
けたり、ペットボトルを足でつぶす作業を体験したあと、
美化センター職員にごみの処理方法や行方、働く人の苦
労、リサイクルについてなど熱心に質問していました。

かがや 
びと

わたらい人人
No.
60輝け輝け

a Person of Shining Watarai 


